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議案第４２号 

 

   （仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業設計・施工一括型工事請負契    

   約について 

 

 （仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業設計・施工一括型工事請負契約を次のと

おり締結する。 

 

   令和８年２月２４日提出 

 

大東市長  逢󠄀 坂  伸 子     

 

 

１ 契約の目的    （仮称）大東市立ほうじょう学園施設整備事業設計・施工一括 

            型工事 

２ 契約の方法    総合評価一般競争入札 

３ 契約の金額    金８，３３９，１００，０００円 

４ 契約の相手方    大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 

            ナカノフドー建設・浦辺設計特定建設工事共同企業体 

            代表者 

      大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 

      株式会社ナカノフドー建設 大阪支社 

      支社長 脇本 高広 

 

                理      由 

 

 締結しようとする契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第７号）第２条に定める議会の議決に付すべき契約の要件（予定価

格の金額が１億５，０００万円以上の工事の請負に係るものであること。）に該当するた

め。  
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議案第４３号 

 

訴えの変更について 

 

令和７年６月２５日付け議案第５０号をもって議決され提起した訴えを次のとおり変更

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

大東市長  逢󠄀 坂  伸 子     

 

 

 

 

 事件の内容中「徴収金等に相当する金員」の次に「及び弁護士費用」を加える。 

訴訟物の価額中「２５，７４１，４２９円」を「２８，３１５，５９１円」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 現在係争中の訴訟において、被告に対し、新たに弁護士費用を請求するため。
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議案第４４号 

 

大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 

大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和８年２月２４日提出 

 

大東市長  逢󠄀 坂  伸 子     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）が

改正され、令和８年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２４号）の一部を次のように改

正する。 

 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし書中

「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を「４３３

円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」を削り、「第

３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号

を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表団長及び副団長の項中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００

円」を「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同表分団

長及び副分団長の項中「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を

「１２，５００円」に、「１２，９００円」を「１３，３４０円」に改め、同表部長、班長

及び団員の項中「９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，

８４０円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施

行の日以後に支給すべき事由の生じた大東市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項

に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給す

べき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下

この項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由
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の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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